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社会福祉 における政策 と 「問題」量 ・分布 の測定
一全 国消費実態調査 のデ ータ分析(2)一

岩 田 正 美

は じ め に

保健福祉計画策定 との関係で、この ところ高齢者 の要介護ニーズ量 の測定が、

その尺度 の理論化 とと もに様 々に試み られて いるよ うであ る。高齢者 ケアの問

題 が提起 されてか ら久 しいが、 その間お びただ しい量 の高齢者生活 の実態調査

が さまざまな形態で なされて きた。 また ジャナ ー リス トも含んだ ルポルター ジ

ュの類 も大量 に生産 され て きた。 しか しそれ らは 「生 活実態 の記述や生活上 の

問題点 の提示 にとどま り、ニ ー ドの量的 な把握 、 それ に基づ くサ ー ビス必要量

の推定 にまでは至 って いない」 し 「要介護老人 全体を カバ ー して いない」 こと

か ら、要介護ニ ーズ量の測定 の重要性が指摘 されてい る1)。こう した近年 の高齢

者福祉分野での新 しい状況 を見て いると、社会 福祉の問題把握 には、 なにか し

ら 「自然史的発展」 とで もい うべ き ものがあ るよ うに も思え る。

た とえば、貧困問題 の把握 も、現在で は 「貨幣的ニ ー ド」 と称 され るほ ど貨

幣量 を尺度 として把握 され るもの との一般的認 識が あるが、その把握 の出発点

は どこの国 で も 「都市下層社会」の ルポルター ジュを含んだ記述 的把握で あ っ

た。 この記述的把握 は、次第に代表 的スラム内 の貧困者の生活状態 の克明 な調

査へ展開す るが、 この場 合貧困は貨 幣尺度ば か りでな く、一一般 的 にスラム と考

え られて いた地域へ の 「居住」や 「スラム的職業 」な ど複数 の尺 度で把握 され

ていた。 しか し、 この よ うな貧困把握 は、貧 困問題へ の本格 的政 策介入を契機

と して変貌す る。 す なわ ち一方で 「収入」や 「生活水準」 とい った貨幣量 を尺

度 とす る貧困者 の量 と分布 の把握が出現 して くる。 イギ リスにお けるC.ブ ース

やB.S.ラ ウン トリーの貧困の分布量の計測 とイギ リス社会保障の展 開 との関係、

わが国の救護法 と 「要保護世帯」の量 と分布調査 との関係 などが想起 され よ う2)。

また、貧困 と同義語 と して捉 え られていたスラムの環境 その もの も、「不良住宅

地 区改良法」制 定 との関係で改めて その全体量 と分布 の把握が不可避的 な もの
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とな った。 ここでは もっぱ ら環境(地 形や住宅 の老朽、密集度、衛生設備 など)

に重点を置 いた 「不良住 宅地 区基準」が考案 され、代表的スラムばか りでな く、

「不良住宅地 区」の総量 と分布状態 の把握が 目指 されて いったのであ る。

もち ろん、特定地域や特定集 団の生活状態 の克明 な調査、あ るいは生活史や

事例検討 などが、個別生活を基点 と した生活問題 を扱 う社会福祉領域 では常 に

重要 な意味 を もっ ことは言 うまで もない。「問題」の全体量 と分布 の把握がなさ

れて も、 これ と並行 して行われ る 「克明 な調 査」が重 い意味を もっ ことは しば

しばあ る。 しか し一定 の問題を国や地域 の政策が その 「対象」 として取 り上 げ

よ うとす る場合 に、それ らの国や地域 の生活状態全体 の中で の 「問題 」の量的

測定が とりわ け大 きな意 味を持っ ことは確かで あろ う。

従来 わが国では問題 の量 や分布の測定 は、 その問題 に対す る行政政策立案時

に、当該政策担当部 局の仕事 と してあ る程度 な されて きたが、複数の尺度 を使

った論争的 な問題量 の測定 や、すで に採用 され て いる 「対象」基準を使 った量

と分布の繰 り返 しの測定 はほ とん どなされて いな い といって よい。 したが って

政策の効果測定や批判が 問題の全体量や分布 の実証研究 を踏 まえて なされ ると

い う側面が きわめて弱か った。批判 は、実証的 であ るよ り、理念 レベルで行わ

れ る ことが多か ったといえよ う。

この背景 には、第一 に問題の全体量測定の重要性の認識 の不十分性があ る。わ

が国の社会福祉分野 では、問題を全体 の中で位置 づけ るよ り、 あ らか じめ類型

化 した問題 把握を行 う傾 向が強 い。特 にい ったんあ る政策が採用 されて制度化

され ると、「問題」を政策 「対象」の範囲に限定 して しまいが ちであ る。た とえ

ば貧 困を被 保護層 の問題 とのみ捉え、被保護世帯 ・人 口の減少を もって貧困の

減少 と理解す る、高齢者問題を一人暮 ら し高齢者 、「ねた きり高齢者」の範囲で

捉 え るな どであ る。

第二 に 「問題」 を一定地域の人 々の生 活全体 の中に位置づ け、 その分布 を把

握す るため には大規模 な実態調査 の実施 や、住民生活 の全体を反 映 した統計資

料 の原 デー ターの利用が不可欠 であ る。量や分布 の測定が国や 自治体 の作業 に

限定 されが ちなの は、研究者 や民間団体 が この よ うな大規模調査 を実施 しに く

い ことがあ り、また特 に官庁統計の情報が十分公 開されて いない ことがある。今
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回 の保健福祉計画の よ うなサー ビス ・ニ ーズ量 の把握 にお いて も、 この尺度 と

測定量の妥 当性を検討 す るには、多様 な尺度 と方 法 に よる論争的 な測定が存在

す るこ とが重要であ り、そのために も既存統計の民間 への公 開 とその十分 な活

用が望 まれ るのであ る。

本稿 では社会 福祉 におけ る問題量 ・分布測定 の意味、特 にそれが政 策 との関

わ りで多様 に試 み られ るべ き意味を あ らためて根 本的 に検討 し、 またそ う した

問題量 の測定 にあた って考慮すべ きい くつかの点 を整 理す る。 さ らに国民 の消

費生活の詳細 な統計 と して代表的な総務庁 「全 国消費実態調査」(平 成元年)の

原 データーを利 用 した相 対所得基準 によ る貧困量 と分布(生 活保護基 準以外 の

基準 によ る貧困測定)、 およびわが国のモデル老齢年金水準を尺度 とした高齢者

の所得水準問題(既 存 の政策基準 を利用 しての測定)に つ いての測定を試 みる。

全国消費実態調査 の原 データーによる測定 は本号 の星野信也論文 に述 べ られて

いる共 同研究 の一部 と して筆者が受 け持 った ものであ り、 その成 果の第一報 に

あた る ものであ る。

2政 策 と 「問題 」

〈政策の前提 にある 「問題」〉

まず は じめに、社会福 祉 にお ける政策 と 「問題」 との基本 的な関係 を整理 し

てお こう。 い うまで もな く社会福祉 は、現実 の生 きた人間の生活 に現 れ る何 ら

かの生活状態を 「問題」で ある と認識す るところか ら出発す る。 つま りあ らゆ

る社会福祉政策 の前提 には、何 らかの生活上 の 「問題 」 一生 活問題 の社会 的認

知が存在 してい る。社会福祉政策 はその生活問題 の ある部分 をその 「政策対象」

と して と りあげ、 その社 会的解 決 ・緩和 をめざそ うとす るわ けであ る。 ここで

生活問題 とは、次の順序 で理解 され うる。 まず 「生活」 はその普遍的 な内容 と

して、①個人の生命の再 生産 と次代 の生産 を含 んでお り、② またそれ らの生命

の生産 ・再生産が一定の社会関係 の下に営 まれ る、 ということを含んでいる。つ

ま り、「生活」 とは、人間の生命の生産 ・再生産 であ り、同時 に人 と人 の、あ る

いは人 とものの関係性の再生産 で もあ るといえよ う。 伝統 的な共 同体 の解体か
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ら生 まれた近代社会 は、生産 と消費の分離 を基軸 に、 こ うした 「生活」 の維持

を次の二っ の原 則の下 に再編 した。

第一 に生 活の維持 に不可欠な物的基礎(生 活資源)の 調達 は個人や小 家族 の

責任に まか され ること、す なわ ち 「自助 」原 則で ある。第二 に、生活 資源 の調

達のために誰が どこで どのよ うな生産 にたず さわ るか、あ るいはそ こか ら得た

収入を どの よ うにな財 やサー ビスに転換 し、 どの よ うに家族 に配分す るか、 さ

らに家族の人数、構成 、居住の場所、将来の生活設 計 な ど、生活 のあ らゆ る局

面 はそれぞれの個別の決定に委 ね られ ること、す なわち 「自立」原則であ る。近

代社会 は、私有財産の保 全 と社会の安全 を核 とす る一定の法的枠組み を強制す

る以外 は、生活 を 「私的」な もの 「個人的」 な もの と位置づ け、その遂行を個

人 や家族の貴任 に委ね たのであ る。

これ ゆえ、一定の社会関係 を背景 と した生命の生産 ・再生産が困難 にな って

も、その困難 の克服 につ いては、さ しあた り個 々の家族や個人の努力が期待 さ

れ る。 しか し、その よ うな努力 に もかかわ らず、困難 な状態が解決 されない場

合、それ らのあ る状態を社会 は社会 の解決すべ き問題 の一つ、すなわ ち社会問

題 の一つ と して認識す るのであ る。 この場合 、生活 問題 とはあ くまで私的 ・個

別 的に営 まれてい る 「生 活」の場 を基点 と して発生す る困難 な 「状態」 を捉え

た概念で あ り、その意味で、他 の社会問題 と区別 され る。

なお、社会福祉の領域では 「ニー ド」とい う用語 もよ く用 い られ る。「ニ ー ド」

は何 らかの生活上の不充 足状態 だ と定義 され てい る。 この不充足状態 の社会的

認知が社会 問題 と しての生活 問題で あると捉えれば、「ニー ド」は ここでの生活

問題 とほぼ 同義的 に用 いることがで きよ う。

〈政策 「対象」と しての 「問題」〉

以上 の よ うに社会福祉 の前提 には多様 な生活問題、 な いしはニー ドが存在す

る。 これ らの 「問題」の全体を 「政策の前提 にあ る問題」 と呼ぶ と、 それ らは

さ しあた り政策 とは無関係 な様 々な尺度 ・基準、多様 な形態で認識 され うる。 し

たが って、 その認識のな され方、尺度 ・基準や形態、測定方法にっ いての検討

や議論 は社 会福 祉研究 の一分野 「生活問題論」を構成す る。 しか し社 会福祉政



社会福祉における政策と 「問題」量 ・分布の測定 91

策 と 「問題」 との関係は このよ うな 「前提」 にだけあ るので はない。 これ らの

多様な 「問題 」の うち、何を社会福祉が その 「対象」 とす るのか、「対象」 とな

った 「問題」 は どの ように解決 ・緩和 されたか、 とい う課題が存在す る。 これ

を 「政策対象 と しての問題」 と して 「政策の前提 にあ る問題」 とは区別 してお

きたい。

社会福祉 はあ らゆ る 「問題」や 「ニー ド」に対応す る 「べ き」 ものであ り、社

会福祉 はニ ー ドと資源のマ ッチ ングの技 術 と して さえ理解 されかねな い状 況 も

今 日存在 して いるが、現実の社会福祉 は決 してそのよ うに展開 されて いない。社

会福祉の諸制度や活動は、多様 な生活 問題 のあ る部分 をその時 の社会状況 の下

でのい くっかの判断基準 に もとつ いて 「切 り取 って」 きてい る。 もともと 「政

策」 とは この よ うな一定 の社会状況 の下 での問題の 「切 り取 り」や優先順位づ

け、 さ らには具 体的な解決方法 の採用 な どにおける 「判断」を その本質 とす る

ものであ り、政策主体 の価値、方向付 けを基礎 と した ものであ る。すべての生

活上の問題 に 「ニーズに応 じて」対応す るものな ら 「政策」は必 要が ないので

ある。 したが って、社会福祉政 策研究 は、 それが どの よ うな 「判 断」で どの よ

うな問題 を 「切 り取 った」か とい うことと、 それを どのよ うな方 法で どの程度

解決 し得 たか という二っ の部分で、直接生活問題を扱 うことになる。

かって真 田是 は社会福祉の領域 において政策が問題を 「切 り取 る」原則を、そ

の 「固有性」 と 「階級性」に求 めた ことがあ る3)。真 田の場合 は政策 の前提 にあ

るのは生活 問題 ではな く社会問題一般で あ るので、他 の社会的諸 政策 と区別 さ

れ た社会福祉政 策の 「固有性」が まず一っ の原則 とな り、 さ らに階級社会 にお

け る階級対立 関係が もう一つ の原則 とな る。

この二つの原 則の下 で 「切 り取 り」(真 田の言葉 では 「拾 い上 げ」)は 「恣意

的であ った りア トラ ンダムな もの と してあ るのではな」4)いと述べて いる。 しか

し社会福祉政策 とい って も多様 な ものが あ り、また これを規定す る 「判断」基

準 は決 して この よ うに単純化 して捉 え られな い。階級 関係 の他 に、 フ ェ ミニズ

ムやマイ ノ リテ ィな どの提示す る価値 の影響 は近年 ますます大 き くな り、 また

支配階級、被支配階級 それぞれの内部 も利害 の異 なった集団で構成 されて いる。

個 々の社会福祉 政策は、む しろ こう した多様 な価値 の対立 ・交錯 の中で、 さ し
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あた りはその時 々の社会状況 に 「ア ド ・ホ ック」 に対応 して きた もので あ ると

らえ る方が現実的で あろ5>。 もちろん、 こう した 「ア ド・ホ ック」の積み重ね

の中に貫 く法則性や原理 を見 いだす ことが政策論 の重要 なテ ーマであ るが、 そ

れは先の二 つの原則 ほど単純で はな い。 同 じ資本主義の社 会で も、社会福祉政

策 の取 り上 げる問題や方法原理が異 な ることへ の注 目が次第 に大 き くな り、 し

たが って た とえば福祉国家の い くっ かの型が議論 され るの はこの ためであ る。

このよ うに、社会福祉領域 において 「問題 」は政策論 にお ける 「対象論」 と

して も議論 され る。 この 「政策対象 と しての問題」 はそれを 「切 り取 った」政

策 の吟味を要求 し、 また その解決 の程度 の測定 を要求す る。 ある問題が なぜ優

先的に 「対象」 にな ったか という議論 は 「対象論」 と して展開 され よう。 ここ

では、対象認定 の基準が最 も重要 な もの とな り、取 り上 げ られなか った 「問題」

や 「対象層」 におけ る問題 の残存 との対 比が要求 され る。 たとえば 「一人暮 ら

し高齢者」への ある福祉サ ー ビスの供給 が計画 された場合、 それ以外 の高齢者

で も実質的 に同 じ 「状態」にあ ることが調査 され、提示 され るな どであ る。 こ

こでは政策 の目標や問題の 「切 り取 り」基準 それ 自体が批判 され る。 また、問

題解決 の程度の測定 は、政策 の 目標達成度 の批判 とな る。

3問 題測定の意味

〈「前提 にある問題」の測定と政策〉

以上 のよ うに、社 会福祉の眼前 にあ る 「問題」を、ひ とまず政策 の 「前提 に

あ る問題」 と 「対象 と しての問題」に区分す ると、「問題」測定の レベルの意味

の違 いにおける混乱を回避す ることがで きる。すなわち、社会福祉 における 「問

題」の量 と分布 の測定 は、①政 策を要求 しその立 案の基礎 となるさまざまな方

法での 「問題」測定、②政策 の 「対 象」 と しての 「切 り取 り」基準を利用 した

「問題 」測定の二種 類があ りうる。

前者 の①は 「前提 にあ る問題 」測定 と してな され るもので、 こ こには社会の

さまざまな主体 による幾通 りもの尺度 による複数 の問題の量 と分布の測定の可

能性が含 まれて いる ことに意味が あ る。 あ る生活状態を 「問題」だ と認識す る
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基準 は当然一つ では ない。異 な った価 値 に基づ く複数の基準 が存 在す るのが普

通 であ る。 た とえば、イギ リスにお ける社 会政策研究の中でニー ドを具体 的に

把握 す る方法 と してA.フ ォー ダーは次の4っ を上げ、 それぞれの利点 と欠点 を

指摘 して いる6)。ニー ド充足の最低限の設定 によるアプ ローチ、一般のニ ー ド充

足 との相対比較 によ るアプ ローチ、ニー ドを持 ってい る当事者 の主観、専門家

の判断 である。 また、科学的基準 と経験 的基準 、客観的基準 と主観的基準 など

の区別 をす る ことも可能か もしれない。 問題 の認識方法 と して は科学的客観性

が重視 され たこ ともあるが、近年 ではむ しろ主観 的基準 の再評価 もなされて い

る。 いずれ に しろ、一定の社会 における特定段 階の生活上 の 「問題」認識 それ

自体 簡単 な ものではな く、対立す るい くっかの アプ ローチが あ る。 したが って、

そのアプ ローチの方法 によ って、「問題」の内容、量、分布の把握 は異 な った も

の とな らざるを得 な い。政策立案 は この よ うない くっかの可能性 を前提 に複数

の シナ リオを描 ける ことが前提 になければ な らない。 また このよ うな い くつ か

の選択 肢の存在 は、当然政策 の採用 した基準批判 として も測定が利用 され るこ

とを含んで いる。

〈「対象 としての問題」の測定〉

② は 「対 象 と して の問題」 を測定す る もの で、政策の 目標 達成度の検討 に主

な意味が ある。すなわ ち現実の制度の 「対象」 と政策が 「切 り取 った」基準 を

使 って測定 した 「対象」群 との比較を通 じて(takeuprate等)、 現実 の政策が

どのていどの政策 目標 を達成 したかを測定す る ものである。「対象 と しての問題」

は 「前提 にある問題」認識のあ りか たに深 く影響 されっっ も、当然一定の 「政

策」判断を介 して把握 され る。 この場合、「政策判断」はあ る生活状態の どこか

らを 「問題」 とす るか、 とい う問題 自体 の認識基準 だけではな く、問題 を抱え

た人 々の社会的属性 と絡 んだ 「制限条項」を基準 と して もっ場 合が少 な くな い。

たとえば、公的扶助基準 と して、貧 困状態 を示す最低生活費基準 を採用 し、な

おかっ 「労働能力 の有無」や 「家族 の有無 」 を受給資格条件 に設定す るな どが

それであ る。生活状態 自体 の基準 は、生活 の本質的内容 と しての一定 の関係性

を維持 した生命 の生産 ・再生産 の どのよ うな状態 に社会 が介入す るか とい う政
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策 の判断 を示 し、制 限基準 は、近代社会 の生活原則 と しての 自助 の貫徹や 自立

と関わ るといえ よ う。 この制限基準は国家の政策 だけでな く、た とえば宗教団

体やその他 のボラ ンティ ア団体 の福祉活動 におけ る政策 、 自治体 の政策 に もむ

ろん含 まれ うる。た とえば宗教 的な価 値やその他の 目的 にかな った福祉 プログ

ラムへの同意を 「対象」条件 とす るとか、一定 の地域居住 の経験 を 自治体が 「対

象」基準 と して設定す るなどであ る。 したが って、 これ らの基準 を利用 した測

定 にお いては、状態 と制限基準の両方 を使 って政策の意図 した 「対象」が現実

にどこまでtakeupさ れ たかを検討す る ものの他、状態 を 「切 り取 る基準」のみ

を尺度 に採用 した測定 を行 い、制限基準 の存在 を批判す るこ とも可能であ る。

〈測定の具体例〉

た とえば具体 的な例 と して貧困研 究の歴史 を振 り返 ってみ ると、イギ リスの

C.ブ ースやB.Sラ ウ ン トリーの貧困測定 、 これ らを批判 したP.タ ウ ンゼ ン トの

相対的剥奪基準 によ る貧困測定、最近 のOECDな どの相対所得 に基づ く貧困基

準によ る貧困量の国際比較 などは明 らか に① の系列 に属す る。 わが国で は戦前

の1920(大 正9)年 東京市社会局が行 った細民調査での細民の概数把握、同 じく

東京市 が救護法の施 行前 後 に行 った 「東京市 要保護者 調査 」 などの全体量の把

握 の試 みが上げ られ る。

これ らの測定は、 それ ぞれ貧困 を計測す る尺度 基準 の理論 が異 な り、 したが

って貧 困概念が異 な って いる。 それ ゆえ、 ある測定 は別の測定 の 「批判」 と し

てな され、 またあ る測定 と別の測定 は常 に貧 困概 念 その もの につ いての論争状

態 にあ るとい うのが普通 であ る。 ラウ ン トリー批判 として精錬 を重ねたタウン

ゼ ン トの相対的剥奪 に基 づ く基準、 この タウ ンゼ ン トと鋭 い対立 状態 にある相

対的所得の考え方 に たっ貧困測定 とい うよ うに。

②の系列では、戦後 イギ リスの いわゆ る 「貧困の再発見 」の先鞭 をつけた、B.

エーベル ス ミス とP.タ ウ ンゼ ン トの公 的扶助保護基準 によ る貧困の測定が有名

であ る。わが国で も生活保護基準 を利用 した江 口英一 らの中野区 の測定がある。

また厚 生省が1965年 まで行 って いた 「低 消費水準世帯推計」 は 「保護 を受けて

いない世帯の うちで被保護世帯の平均消費水準以下の世帯」を測定 した もので、
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やは り生活保護基準 を利用 した貧困測定 の一種 で ある と考 え られ る。

近 年の例 と しては、保健福祉計画 との関わ りで なされて いる要介護 高齢者の

ニ ーズ測定が あ る。 この測定 はサー ビス量 の推計 と合体 されて行 われて いるの

で、ニーズ の量 と分布 の測定 と してはや やわか りに くい ところが あ る。す なわ

ち、①要介護高 齢者が どの くらいどのよ うな 「ニ ーズ類型 」で存在 す るか、②

この要介護高齢者へ必要 なサ ー ビスの判定 、③ 、①② か ら導 き出 され るサ ー ビ

ス必要量の推計 、 という三つの レベルの測定作業 が一 体的 に行 われて いる。 し

か も② の必要サ ー ビスの対応 の レベルが、必要判 定 とい う表現 を されて いるの

で、 ニーズ その ものの判定 と混 同されや す いが、 これはサー ビスのあてはめの

判定 ということで ある。 したが って、① の レベル=要 介護高齢者の 「出現率」と

ニーズ類型を計 測す るところまでが ここで言 う 「前提 にあ る問題」 に該 当す る

ニー ド量の測定 で あ るといえ よ う。

たとえば冷水、平岡 らの東京都老人総合研究所 において改良を重ねて いるニー

ズ とサ ー ビス必 要量 の推計 においては、一っ の都市 の65歳 以上 の全人 口を対象

として、①一人暮 ら しと一人暮 らし以外 の要介護 高齢者 を身 体的精神 的障害基

準 でまず 「ス ク リーニ ング」 し、②次 いで身 体 ・精神障害 の重症度(重 度、中

度 、軽度)と 家族介護の困難性(支 障大 、中、小)の 二っを分類尺度 と した12

の 「基本的 ニーズ類型」 を抽 出 し、 それぞれ に当て はま る高齢者人 口を測定 し

て いる7)。この 「前提 にある問題」測定の眼 目は、 もちろん要介護 の基準 の設定

で あ り、 この場合 は 「要 介護 」 とは身体 的 ・精神的障害 と家族介護 の支障 の如

何で決 まる とい う理論 的仮説 、および この支障 の組 み合 わせ でニ ーズが異 な る

という前提 が措 かれて いるわ けであ る。 したが って、 この基準や類型化 の妥当

性 をめ ぐる議論や他の基 準 による測定 の可能性 が存在 す ることは い うまで もな

い 。

こう した高齢者の介護ニ ーズの把握 は、次 の レベル でそれ らのニ ーズに対応

すべ き特定 のサ ー ビス との当て はめがな され、 そ こか ら必要 とされ るサ ー ビス

量が推計 され る。老研 の研究 では 「基本 ニ ーズ類型」 とそれ ぞれ の 「ニーズに

対応す る」 サー ビスの種類 と量 の組み合わせが 「サー ビス ・モデル」 と して考

案 されて いる。 ここでの0定 のニーズ に対応す るサー ビスの量や種類 を どう判
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定す るか は、明 らかに政策立案過程 であ る。 あるニーズにどの よ うなサ ー ビス

の どの程度の量が適当 と考え るかは、財 源や政策 意図な どの さまざまな要素か

らなる政策課題であ る。老研方式の提案では、 これを 「規範ニ ーズ」 を採用 し

て行 った とされて いるが、 したが って このニ ーズ類型 へのサ ー ビスの対応 の判

定 はその判定基準 と して 「規範」を採用 した研 究者集 団によ る政策提案 といえ

よ う。 また東京都の福祉指標研究会の場 合 は、 このサ ー ビス判定 に専 門家集団

の専門判定 を採用 してい る。

これ らの研究 にお いて は、ニ ーズ と特定サ ー ビスの組み合わせを も 「サー ビ

ス ・ニーズ」「サー ビスごとのニー ド」とよび、ここにニーズ論におけるアプロー

チの基準 をあて はめて いるため、ニ ーズの議 論 と政策 の議論 の区別がやや不明

瞭であ る8)。繰 り返 し述べ るよ うに、 これ らはあ くまであ るニー ドにどの ような

サー ビスを当て はめ るか とい う政策 過程 に含 まれ る判 定であ るか ら、政策提案

として ここで対応 させたサー ビスの種類 と量 の妥当性 の議論が あ り得 る9)。老研

方式では、注意深 く 「ニーズ測定」と 「サー ビス必要量」を識別 して いるが、「ニー

ズ」測定が その まま 「サ ー ビス」 と結 びつ くわ けでは な く、政策判断が介在す

ること、 したが って、サ ー ビス必要量 の測定 はニーズ とサー ビスの対応 にっ い

てのテ クニカル な問題で な く、 この政策判 断の是 非が議論 され る必要 のあ るこ

とを強調 してお きたい。 なお、この意 味では、保 健福祉計画で採用 されたサー

ビス判定基準 を使 った 「対象 と しての問題」 のtakeuprateの 測定 とその基準

の妥当性を問 う別の基準 による 「前提 にある問題」測定が今後の課題 となろ う。

4「 測 る もの 」 と 「測 られ る もの 」

〈測定の尺度の設定〉

このよ うに 「前提 にある問題」を測 るのか 「政策対象 と しての問題」を測 る

のか、は全 く異 な った レベルの ものであ る。 問題 認識 その ものが異 な った枠組

み でな され る上、政策 との関係 で持 つ意 味が全 く異 な ってい るか らであ る。 と

ころで、いずれの場合の測定 にお いて も最 も注意すべ きは、何を何で測 るか、つ

ま り 「測 るもの」 と 「測 られ る もの」 の区別 であ る。 もちろん生活問題 の測定
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は、生活状態 のある状態 を 「問題」 と識別す るわ けで あるか ら、 まず測 られ る

ものが誰かの 「生活状態」であ り、「測 る もの」が この 「問題性e欠 乏状態」を

意味す る尺 度で あるべ きことは い うまで もな い。 したが ってその意味で 「測 る

もの」 と 「測 られ る もの」の区別 は簡単 な ことのよ うであ るが、実際 には その

混同が見 られ ることが ある。

「測 る もの」 罵尺度の設定 には、第一 に この問題を説 明す る理論 的根拠が要 求

され る。貧困 とは どのよ うな生活状 態か、要 介護 とは何か、障害 とは どの よ う

な生 活状態か、 とい った基本理論 であ る。 た とえば、貧困を ミニマムで捉 え る

のか、相対的 な もの と考 え るのか、 障害 や要介護 を医学的基準で捉え るか社会

的基準 で捉え るか といった議論が測定 に先立 って行 われ る必要が ある。 したが

って問題の量的測定 は単に 「技法」の問題ではな い。すでに指摘 したよ うに、こ

の理論 の違 いによ って多様 な尺度の設定が可能で あ り、そ こか ら異 な った測定

結果が生まれて くる。

第二 に、この理論 を操作化 して尺度 を設定す るのであ るが、「前提にある問題」

を測 る尺度は、「問題」であ ると裁定 しうる生 活状態 を、前提 にあ る理論 に した

が って適切 に選び出す ことので きる尺度が考 え られ る必要があ る。 しば しば 「生

活状態」その ものではな く世帯 類型 や職業 な ど、 その よ うな生活状態 を引 き起

こす と考え られ る項 目が尺度の一要 素 と して入 って くることが あ るが 、 それ は

な るべ く避 けな ければな らない。 なぜな ら、問題 は 「生活状態」であ って人 や

職業で はな いか らであ る。 た とえば、一人暮 らし老人 、母子世帯 とい った世帯

類型や 日雇やパ ー トとい った雇用形態は、 しば しばそれだけで何か 「問題」 あ

るものとされが ちであ るが、 それ はす ぐ後で述べ るよ うに 「測 られ る もの」 の

方 に属す る といえ よう。家族が同居 して いることと子 ど もや高齢者が十分 ケア

されて いる状態 とは必ず しも同 じで はな い。逆 に一人暮 らしで も、近隣や別居

の子 どもによるさまざまなサ ポー トが あ る場合が あ り得 る。 したが って、貧 困

や、 ケアされて いな い状態が この世帯類型 や職業 な どの要素 とどのよ うに関係

して いるかは 「測 定 される もの」で あ って 「測定す る もの」で はない。P.タ ウ

ンゼ ン トは、相 対的剥奪 を調査す るにあた って、剥奪状態 その もの と、剥奪 さ

れている人 々の地位 や種類 を区別す る必要 を強調 して いる10)。
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また同様 に、特定 サー ビスへの要求 を尺度 に含 むことも避 けねばならない。生

活問題 を測 るの は生活状 態その ものの問題性 を説明す るためであ り、 その改善

の方 向の選択 は その あ との問題 だか らで あ る。

第三 に、利用 しよ うとす る尺度が普遍 的に使え るのか、地域 的な基 準なのか

も明確 にす る必 要が ある。生活状態 には地域 や階層 による生 活様式の差異 がっ

きまとって お り、 これ らの差異 を含んで尺度 を作 るのか、一定 の地域 にのみ当

てはま る尺度 を作 るのか とい う問題が あ る。 また、生活状態 は 「ある一 瞬」の

状態 もあれ ば、 長期の状態 もある。 したが ってあ る生活状態 の問題性 、あ るい

は欠乏状態 を どのよ うな 「時間軸」で捉 え るのか、 とい う問題 も尺度設定 に際

して考慮 されね ばな らな い点で ある。

なお、すで に述べ たよ うに 「対象 と しての問題」の尺度 は状態 に関す る尺度

のほか制限基準を含む ことが少 な くない。また制限 の中には資格用件ではな く、

費用徴収基準 のよ うな実質的な資格用件が含 まれ る場合があ る。単純 にtakeup

rateを 算定す る場 合は、形式的資格用件 を尺度 として使えばよい。また、制 限

基準の問題 性を実証 しよ うとすれば、状態 の尺度 のみで測定す る方法 もあ りう

る。 さ らに、本巻 の星野論文に示 されて いるように、費用徴収基準 を尺度 と し

て地域 住民 の所 得 の分布 を測 ると、当該社会福祉政策が意図 して いる社会階層

への配慮 の妥 当性(応 能負担 によ るサー ビス利用の公平)も 検証 する ことがで

きよう。

〈測定 されるデータ〉

「測 る もの」が問題だ と判定 され る生活状態 その もので あるとすれば、「測 ら

れる もの」は、ある社会 の生活状態 である。 この場合、第一 に、「測 られ るもの」

はなるべ く広 く社会 の全世帯の生活状態 を示 す ものが望 ま しい。 したが って そ

の ような全体 の生 活状態を示す データーの整備 と公開が不可欠であ る。わが国

の社会福祉 の分野 で はすでにサ ー ビスを利用 して いる個 人や世帯 につ いての情

報が詳 しくあ る反面 、サー ビスにの って いな い人 々の生活状態 の情報はあ ま り

蓄積 されて いない。 量や分布の測定 は、 こう したサー ビスの外側 にあ る人 々の

生活状態 を も含 めた全体 の中で 「問題 を測定す る」 ことに意 味があるのだか ら、
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なるべ く包 括的 であ り全体的であ るデ ーターが利用 され るべ きで ある。測定 の

ために計画 され る調査の他、官庁統計 では、国民生活基礎調査 、家計調査 およ

び全国消費実態 調査 などの 「原 表」が プ ライバ シー保護 を考慮 の上 で公 開 され

ると、 それ らもこの よ うな全体 データー と して利用で きる。

第二に問題量 の測定はその分布 の測定 と共に行われ る必要がある。 問題 の 「量」

のみの測定で あれば、一定社会 の全世帯、 あ るいは全 人 口の生活 状態 のあ る側

面のデーターが得 られればよい。 これ に問題状態を示 す尺度 を当て はめれば よ

いか らであ る。 た とえば、最低生活費 とい う尺度で全世帯 の世帯所得 を測 れば、

最低生活費論 を基礎 とす る貧困の量 は測定で きる。 しか し、 問題 の量 ばか りで

な く、 ど この誰 が その よ うな問題を もって いるか とい う分布 を知 ることが 重要

である。問題が 一般 的 に広 まってい るのか、誰 かにあ るいはど こかの地域 や階

層 に集中 され て いるのかは、その問題解決 のための政策 の ターゲ ッ トや優先順

位、 あるいはサー ビス方法 の議論 と密接 に関わ る。 ここでは、生 活状態を枠づ

ける社会階層、職業 階層 、世帯類型、労働能力類型、地域 な どの いわ ゆ る 「属

性」や 「階層」 の要素が クローズア ップされ る。わが国 にお ける近 年の社会福

祉サ ー ビスの 「普遍主義」 の強調 の中で 「階層」視点 は特 に軽視 され る傾 向が

あるが、「問題」が誰 と誰 に集中 してい るのか、全体の ものかはたえず検証 され

る必要 があろ う。 したが って、先 のデ ーターには これ らの情報 も入 って いる こ

とが必要 とな る。

5貧 困分布 と高齢者収入水準に関する

若干の計測結果

これまで述べ て きた よ うな理 由で、社会福祉 にお ける 「問題」 の量 と分布の

計測が不可欠で あ り、そのためには官庁調査 などの原表 レベルの データー公開

が必要であ ることを、われわれ はかねて か ら指摘 して いた。幸 い平成元年 の総

務庁 「全国消費実態調査」 の原 データーへ のア クセスが許可 され たので、主 に

現在わが国 の社会福祉 で利用 されて い るい くっかの 「基準 」を尺度 と して 、全
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国消費実態調査 の世 帯収支 の状態を計測 し、政策 の効果および特 に 「費用徴収

基準」の前提 と して いる社会階層認識の妥 当性 にっ いての検討 を行 った(現 在

なお進行中である)。 その詳細 は本号星野論文を参照 された い。 ここではその一

部 と して、相対所得 アプ ローチによ る貧困基準 によ る貧困計測 の結果 と、老齢

年金の モデル水準 を尺度 と した高齢者の世帯 の収入水準 につ いての測定結果 の

一部を検討 す る。

前者は星野論文で扱 っている生活保護基準 による貧困計測(takeuprateを

含 む)に 対 しての、別の理論 と尺度 によ る貧 困問題の量的計測 であ り、社会福

祉政策 の 「前提 にあ る問題」量 と分布 の計測 の一 っの例であ る。

後者 は、対象 としての問題 を選定 す る基準 ではないが、老齢年 金の給付水準

の妥 当性を示す指 標 と して使 われて きたモデル年 金水準 を尺度 と した高齢者世

帯 の収入水準の計 測であ る。給付水準 は、高 齢期生活 の経済的安 定実現 の問題

に直接関わ る もので ある。年金 の 目的 につ いては、最低生活保障 とす る もの と

従前所得の補填 とす る議論 があ るが 、いずれ に して も年金が老後 生活の経済 的

安定 とい う目的を もっ点では共通 してい るといえよ う。 モデル水 準はこの老後

生活 の経済的安定 の程度を設定 した もの と考 え られ、つ ま り、 このモデル水準

程度が年金 によ って実現 されれば高齢期 の経 済生 活の問題は生 じないとい う見

方 にたっ もの といえ よ う。 したが って、 このモデル水準を使 つて現実の高齢者

の収入水準 が どの よ うな位置 にあ るか を把握 すれば、水準の想定 する高齢期 の

経済生活の安定が どれ くらい実現 して お り、逆 にそれが実現 されていない状態

e老 後の経 済生活 の問題が どれ くらいあ るか という年金政策 の効果測定が で き

ると考え られ る。 また、それ は最近 の年金 をめ ぐる論議の論拠 と して使われて

いる現役世代 と年金世代 の生活水準の比率 の問題の検証を含むという意味で も、

あるいは老人福祉分野 における費用 徴収基準 の妥 当性 と一定 の関係を持っ とい

う意味で も、 「政策対象 と しての問題 」の測定 と考えて良 い。

〈相対所得アプ ローチによる貧困量 の計測 一〇ECD等 価 スケールによる〉

貧 困測定が多様 な貧困理論 と尺度 によ って論争的に行 われて きたことにっ い

ては、すで に見て きたとお りで あ る。 したが って、貧困 を測定す る尺度は さま
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ざまな選択肢が あるが、 ここで使 うのは、相対尺度の一っ とされ、近年OECD加

盟国のル クセ ンブルグ所得研究 プaジ ェク ト(LIS)な どで熱心 に取 り組 まれて

いる国際比較研究で採用 されて いる相対所得 アプ ローチによる貧困測定であ る。

このLISデ ーターを使 って10力 国 の所得移転 の成果 を比較 したD.ミ ッチ ェル

によれば、相対所得 アプ ローチはアメ リカのv.フ ユックスによって開発 された

もので、貧困を所得分配の底辺 にいる人々の状態だ とす る理論に基づ いている'1)。

すなわ ちV.フ ユックスは中位所得の50%を 貧困 ライ ンとす ること提唱 してい る。

P.タ ウンゼ ン トが これを不平等の測定 であ って貧困の測定ではない と述べてい

るよ うに、これを貧困の尺度 とす ることへの批判 もあるが、限定 されたデーター

によ って国際比較 を行 うのに適 して い るため、近年で はよく用 い られ て いるよ

うであ る。P.タ ウ ンゼ ン トの相対 的剥奪理論 に基づ く測定や主観 的基準 による

測定は、尺度の設定 のための膨大 な調査が不可欠 なので、 ここで もさ しあた り

V.フ ユックスの相対所得 アプ ローチに したが って、 これを尺度 と し全国消費実

態 調査 の全 国全世帯 の収入 に当てはめた貧困測定を行 った。 ただ し、 この調査

は勤労世帯 、高齢世帯以外は家計調査 で収入 調査を行 って ないので、収入 は年

収調査 の収入合計(臨 時収入、現物収入 を も含む)を 利用 した。

測定 の手順 は次 の通 りで ある。

①尺度

② デ ー タ

まず貧困基準 と して、V.フ ユ ックスの いう中位所得 の50%水

準 を ここでの貧困基 準 と し、同時に比較の ため60%水 準 の測

定 も行 うよ うに した。 なお、すでに述べ たよ うにわ れわ れの

共同研究で は生活保護 基準 を利用 した貧困測定 も行 って い る

が、生活保護基準 が一般勤労世帯 と消費水準の ほぼ60%の レベ

ルで均衡 した とされ る今 日の生活保護制度の前提 と、相対所

得 アプ ローチによる60%水 準 は期せず して類似 した レベルを貧

困基準 と して認識 して い るともいえ る。 ただ し生活保護基準

の方 は消費支 出の60%で あ って、収入の60%で は な い。

平成元年全国消費実態調査の対象世帯57,272世 帯の年収調査、

家計調査の原 データ(個 票)。
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③OECD等 価スケ ールによ る世帯年収 の一人 当た り収入 への調整

世帯収入 の高低 は、世帯人員 や構成 によって評価 が異 な るの

で、 この世帯人員 や構成 のば らつ きを調整 す る必要が でて く

る。総務庁 では世帯 人員 の調整係数を計算 して いるが、 この

利用範囲は2人 か ら4人 までなので、ここではOECDの 等価スケー

ルを用 いた。す なわち、最初の大人i、 追加の大人1人0.7、

追加 の子 ども(18歳 未満)1人0.5で あ る。

このスケールで各世帯年収 を割 り、1人 あた りになお した調整

年収 を得 る。

④調整済み中位年収

1人 あた り調整年収を大 きい順 か ら並 べて、調整 済み1人 あた

り年収 の中位年収 を得 る。

⑤貧 困基準 この中位年収 の50%、60%の2つ の貧困基準 を設定す る

⑥貧困基準を1と した倍率階層 を作 り、各世帯調整済み年収 を ここに当ては

め る。

表1は 貧困倍率を8っ に分 けて、50%水 準、60%水 準の二っ の貧困基準を比較

した全体の収入階層分布比率 を示 した ものである。50%水 準の貧困基準未満の貧

困世 帯は、全世帯の8.2%、60%で は14.6%に 上 る。星野論文 にみ るよ うに、生活

保護基準 の倍率で行 くと、年収比では100%未 満が世帯べ一スで4.15%で あ る。 こ

こでの相対所得アプ ローチのほ うが50%水 準で もやや高 く出てい る。先 に示唆 し

た よ うに、生活保護基準 の方が算術 平均 的な勤労者世帯 の消費支出 との相対比

較 で基準が決め られ てい るためか、同 じ60%水 準で もかな り低 くな っている。

貧困倍率 による収入階層 の分布 をみ ると(表1、 図1,2)、 貧困基準 か らかけ離

れ たいわ ゆる 「極貧」 にで はな く、50%、60%基準 のそれ ぞれ0.7-1.0倍 、1.0-1.2

倍の近 くに貧困世帯がか たま って い ることもわか る。つ ま り貧困世帯 は、貧困

基準 の まわ りに集中 して いる といえ る。
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表1相 対所得貧 困基準 によ る収入階層の分布(%)
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貧困倍率 50%水 準 60%水 準

0.5未 満 o.s 1.7

0.7未 満 1.6 3.1

1.0未 満 5.7 9.8

1.2未 満 6.2 9.9

1.5未 満 12.9 16.9

1。7未 満 9.1 10.1

2.0未 満 13.5 12.8

2.0以 上 50.0 35.7

(1.0未 満 計) {8.2) (14.6)

図1貧 困基準 に よる収入階層 の分布(50%水 準)

2.5

届

世

帯

数

1
(単
位
千
)

幡

0.100.300.50.700.901.101.301.501.701.90

0.200.400.600,801.001.201.401.601,802.00

倍 率(未 満)
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図2貧 困基準 による収入階層 の分布(60%水 準)

世

帯

数

単
位
千
)

4

0.100.300.50.700.901.101.301.501.701.90

0.aoo.aoo.soa.soi.ooi.Zoi.aoi.soi.ao2.00

倍 率(未 満)

次 に表2、 表3、 表4で 世帯人員別、世帯類型別 に貧困世帯の分布 をみ ると、単

身世帯や6人 以上 の多人数世帯で、また高齢単身世帯や一・人親世帯では、1.0倍

未満の貧困世帯 の出現率が高 い。 また これ らの類型 では貧困基準 のさ らに半分

の レベ ルのいわ ば貧困基準か らの隔 た り(ギ ャ ップ)の 大 きいところ に存在す

る世帯 の割合がやや高 くなって いることにも注意 してお きた い。特に65歳 以上

単身世帯 は、1.0未 満世帯が3割 で、0.5倍未満が7.8%に も達 して いる。 また18

歳未満 の子供を持 っ一人親世帯 は1.0倍 未満が22%、0.5未 満 は3.2%で あ る。

もち ろん貧困世帯全体を100と して分布 を見れば、表3の よ うに2人 、6人 、

4人 世帯が多 く、1人 世帯 は約1割 にす ぎない。 また世帯類型 で見て も、全体の

ケース数 の多 い18歳 未満 の子 ど もを もっ通常の核家族世帯が貧困世帯全体 の4

分の1強 を 占めている。 ただ し、 ここで も貧 困基準か らの隔た りの大 きい0.5未

満で は2人 と1人 世 帯、あるいは高 齢単身世帯 と高齢夫婦世 帯が多 くな っている

点が注 目される。人数 の多 い世帯 ではむ しろ貧困基準近 くに貧困世帯が固 ま っ

ている という違 いが ある。
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表2世 帯人員別貧困基準 による収入階層分布(50%水 準)
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(%,世 帯 数)

1人 2人 3人 4人 5人 6人

0.5未 満 2.8 1.5 0.6 0.4 0.5 1.3

0.7未 満 2.3 2.9 1.0 o.s 1.7 3.1

1.0未 満 7.8 5.0 4.2 4.1 7.2 9.9

1.2未 満 5.9 4.5 4.3 5.6 9.1 11.1

1.5未 満 9.7 10.6 10.1 12.7 16.2 19.3

1.7未 満 5.7 8.0 7.1 9.6 11.2 12.6

2.0未 満 9.5 11.6 12.5 15.7 15.7 13.6

2.0以 上 56.3 56.9 66.0 51.2 38.4 29.0

世帯数 3,938 11,984 10,931 15,481 8,311 6,623

(1.0未 満計) (13.1) (8.4} (5.8) (5.3) (9.4) (14.3)

表3貧 困世帯(1.0未 満)の 世 帯人員別分布(50%水 準) (/〉

貧困倍率 1人 2人 3人 4人 5人 6人 以上 計

Q.5未 満 、 20.1 31.s 14.1 10.5 7.6 16.0 100.0

o.z未 満 9.9 25.7 11.8 14.6 15.4 22.1 100.o

1.0未 満 9.4 18.3 14.2 19.6 18.4 20.0 ioo.o

計 10.7 21.3 13.7 17.6 is.s 20.0 100.0
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このよ うに相対所得 ア プローチを使 った貧 困測定で は、高齢単身者、 高齢夫

婦世帯、一人親世帯 、多人数世帯 などで の貧 困世帯の出現率 の高 さが明確 に示

され た。 また多 くの貧困世帯 は貧困基準 の付近 に固 ま って存在 して い るが、高

齢単 身世帯、高齢夫婦世帯 や1人 、2人 世帯では、0,5倍未満 の貧困基準 か ら隔た

りの大 きい水準 に貧 困世帯が多 いという特徴が ある。福祉国 家 にお いては高齢

期の貧困は克服 され たとす る説 もあ るが、 この測定 ではわが 国の場合 は十分解

消 されてお らず、そ こに貧困度の高 い世帯が集 中 してい るとい う結果 にな った。

なお ミッチ ェルが1980年 前後の所得 データを使 ってOECD10力 国の比較 を行 っ

た研究 では、移転後所得 で50%水 準の貧困線未満 の割合は ノル ウエーの5.3%、

ス ウエーデ ンの5.6%が 低 く、ア メ リカの17.0%が 高 い。 イギ リスが8.2%で 低

い方か ら6番 目で ある。60%水準 では、やは りノル ウエーの8.8%が 最 も低 く、ア

メ リカの23.2%が 最 も高 い。 フランスが15.2%で 真ん中の5番 目である。年次 も

所得の取 り方 も異 なるので、簡単 な比較 はできないが、1980年 代初頭の不況の影

響を受 けて貧困論議が再燃す るヨーロ ッパ と比べて も、1989年 とい ういわ ば 「バ

ブル」経済が最高潮 に達 した時期 のわが 国の貧困 が特 に少 なか ったわけで はな

い ことが推測 されよ う。

今回再集計 で利用 した全国消費実態調査 は もと もと収入 よ り消費 に ウエイ ト

をおいた調査 であ るので、貧困基準 によ る倍率 階層 ごとの消費実態 や職業 な ど

他の要素 とクロス させ た貧困分布 の測定 を継続 して行 う予定 であ る。特 に貧困

倍率階層 ごとの消費実態 を明 らか にす ることは、ここで使用 した 「相対所得」と

い うアプ ローチが、実 は質の異 な った消 費構造 との0定 の関連 を内包 して いる

か も しれ ないとい う点を確認す る上 で大 きな意 味を持っ と考 えて いる。

〈老齢年金 モデル水準で測 った高齢者世帯の収入水準問題〉

先 に も述べた よ うに、老齢年 金は老後 生活の最低生活 を保 障す るとい う目的

と、従前所得の代替 とい う目的の両面が 考え られ る。 わが国 では後者 の側面 を

強 く押す考え方 が有 力で あるが 、代替 とい う場合 も、老後生活 の経 済的不安 の

一定の解消 という機能を果 たさざるを得 ない ことはい うまで もない
。 この場合、

老後生活の経済 的安定 の達成如何 は年金 給付水準 によ って示 され る。言 い換 え
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れば年金制度 は、「適正な給付水準」をあ らか じめ設定 して、それが実現 され る

よ うな制度枠組みを作 って い くものであ るとい うことができ る。 この 「適 正な

給付水準」 は、現役勤労者 の平均賃金 や受給 者の過去 の賃金 と比較 した代 替率

で表現 され ることが多 い。 た とえばILO社 会保障条約第102号 、128号 などが

この方法で最低基準を示 して いる。わが国では、1973年改正 時に標準的 な年金額

は現役世代収入の60%と いう代替率 が初めて示 され、以降は代替率の妥 当性を

あ ぐる議論 が行われ てい ることは周知 の ところで ある。

一般 に年金 の所得代替率 は
、 どの よ うな年 金を どの ような所得 と比較す るか

によって当然異 な った値が出て くる。わが 国で通常用 いられて いるのは、「モデ

ル年金水準」を 「標準報酬月額」と比較す るや り方 であ る。1989年 時点で、35年

間厚生年 金 に加入の サラ リーマ ン夫 婦をモ デル に して作成 され た年金給付水準

は、1989年 改正時 の現役男子 「標準報酬月額」の68%に 達 してお り、 これを手

取 りべ一スに直す と80%に なるといわれて い る。現役世代 は平均4人 世帯、年

金世代 は2人 世帯 と考え ると、すでにこの水準 はバラ ンスを欠 いて いるとい う最

近の議論 の根拠 は この比較 にある。 これが あ くまで 「モデル」 と 「標準報 酬月

額」との比較であ ることへの根本的批判や、「モ デル年金に近 い平均年金が実際

現れ るのは数年遅 れ る」 という指摘12)があ るが、ここでは逆 に 「モデル」を年金

政策の設定す る 「適正 な老齢年金給付水準 」 と解 釈 し、 この 「モ デル」を男子

の平均的 な 「標準報酬月額」 とではな く、実 際の高齢世帯の世帯 収入 と比較 し

た測定を行 って、すでに十分な水準 に達 した とされ る高齢世帯 の収入水準 と、こ

のモデル水準の持っ意味を検討 して み ることに した。 なお、年金 政策 の効果 自

体 を厳密 に見 るため には年収合計だ けで はな く、年金額 との比較 が必要で ある

が 、 ここで はと りあえず高齢期 の経済的安定 の程度 をみ るために年収全体 の水

準 の程度 をモデル との比較 で測定 した。

まず測 定 に先 だ って次 の二 つ のモ デ ル 水 準 を作 成 した。

A1989年 男 子 標 準 報酬 月 額 平均 月 額288,000円 ×68%×12カ 月 一2,350,080円

B1989年 男 子 標 準 報 酬 月額 平 均 月 額288,000円 ×家計 調 査 標 準 世 帯 の可 処 分

所 得 率84.9%x70%×12カ 月=2,053,900円



社会福祉における政策と 「問題」量 ・分布の測定 109

Aは 現在 の 「標準報酬月額 」代替率68%と す るモデル年金水準で あ り、また

Bは 、現在の手取 り収入 との代替率80%を70%に 変えて、現役世代 とのバ ラン

スに配慮 したモデル水準で ある。 ちなみに手取 り収入の70%は 「標準報酬月額」

平均の約60%に な り、1973年 改正 時の最初 に明示 され た代替率 の水準 となる。

測定 は次の手順で行 った。

①対象世帯;全 国消費実態調査 の対象世帯 の うち、65歳 以上の高齢者単

身世帯、65歳 以上 と60歳 以上 の組み合わせ の夫婦世帯で有

業者 あ りの世帯 と無 しの世帯、その他の65歳 以上 の高 齢者

が世帯主 の世帯を測定対象 とした。モデルに最 も近 いのは無

業の高齢夫婦世帯であ るが、単身世帯は もとよ り高齢期 の多

様な世帯類型を考慮 して、高齢者 が世帯 の経 済生活を支えて

いる と仮定 され る世帯 を対象 と した。

②単身世帯調整;「 モデル」は夫婦2人 の年金を想定 しているが、ここで測

定す る世帯 には単身世帯が含 まれ るので、単身世帯を 「モデ

ル」 の3/4と した。 この調整係数 は遺族年金 の計算 に用 い

られて いる ものであ る。なお単 身、夫婦以外 で65歳 以上 の

高齢者が世帯主 の世帯 で も、年金受給者1人 とい うことが考

え られ るが 、ここで は 「モデル」をそのまま当てはめ ること

に した。

③ モデル年金水準倍率階層;以 上の調整後のモデル水準を1と して、その

倍率 階層 を作 り、各対象世帯の年収合計(臨 時 ・現物 も含め

たすべて の収入)を 当てはめた。

測定の結果は、表5,6の 通 りで ある。今モデル水準の0.8-1.2倍 付近 を、モデ

ルが想定 した妥当な水準 にほぼ近 い収入層 と し、モデル水準 の0.8倍 未満層 を年

収水準がモデルよ りか な り低位 な層 としてお く。 このo.s倍 水準 は、モデルAで

は 「平均的標準報酬月額 」の54%水 準、モデルBで は同 じく47.5%水 準 に相 当 し、

したが って1973年 時の妥 当水準60%を 下回 り、ILOの 最低 といわれ る基準 に近
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い もの と考 え ることがで きる。

表5年 金 モデル水準 による高 齢世帯 の収入水準の測定(モ デルA) (/)

モデル水準倍率 単身男性 単身女性 有業夫婦 無業夫婦 高齢世帯主

0.5未 満 19.2 19.8 3.6 7.1 2.5

0.8未 満 23.4 Z9.9 10.5 13.3 4.5

1.0未 満 12.1 16.7 9.6 17.7 4.5

L2未 満 il.3 11.7 8.7 20.1 6.2

1.5未 満 9.2 8.8 14.8 19.6 9.1

1.5以 上 24.8 13.2 52.7 22.3 73.2

表6年 金モデル水準による高齢者世帯収入水準の測定(モ デルB) (/〉

モデル水準倍率 単身男性 単身女性 有業夫婦 無業夫婦 高齢世帯主

0.5未 満 14.2 15.1 2.2 4.0 1.4

0.8未 満 22.0 25.5 6.1 7.4 3.4

1.0未 満 i2.8 15.8 6.2 9.9 2.2

1.2未 満 9.9 13.1 7.5 14.2 3.7

1.5未 満 9.2 1Z.5 11.4 24.1 7.8

1.5以 上 31.9 18.0 66.5 40.4 81.5

まず モデルAを 使 った測定で は、モデル水準付近 に分布す るのは、高 齢単身

世帯の男性が23.4%、 女性が28.4%、 有業夫婦世 帯が18.3%、 無業夫婦世帯が

37.8%、 高齢世帯主世帯で は10.7%と なって いる。有業夫婦世帯 と高齢世帯主世

帯 は、年金 以外 の勤労収入、事業収 入の影響 が大 き く、そのため年収 は このモ

デル水準付近 に少 な く、多 くは1.5倍 以上(年 収 に して約350万 円以上)の 層に

分布 して い る。 これ は今回測定 が年収 を測定 したため当初か ら予 測 された もの

で あ り、要す るにこれ らの層 では年金 モデル は何 の意 味 ももって いな い。

問題 は、年金への依存 が大 きいと思われ る無職夫婦世帯 と、単 身世帯 であ る

が、モデル に近 い無職高齢世帯 では0.8-1.2倍 階層 に37.8%集 中があ って モデル
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の妥 当性が うかがわれ る一方 で、0.8倍未満 に20.4%、1.5倍 以上 に22.3%と 、収入

のば らっ きが大 きいことが示 されて いる。つ ま りモデル的な無職夫婦世帯 で も、

2割 は最低基準 に近 い基準以下、2割 はモデル水準 よ りさ らに大 きい水準 となっ

て いるわけで ある。 さ らに単身世帯では男女 と も0.8倍 未満 に大 きな集中点があ

り、男性 で42.6%、 女性で49.7%が ここに分布 して いる。男性単身者 は1.5倍 以

上 に も24.8%の 世帯が分布 して いるので、0.8倍未満 と1.5倍 以上への分解が み ら

れ るが 、女性 は0.8倍 、 ない し0.5倍 未満への集中が著 しい。っ ま り女 性単 身者

は 「平均標準 報酬月額」の実質上54%か ら34%程 度の年 収水準 にあ るとい う

ことが できよ う。 これは前の相 対所得 アプローチによ る貧 困測定 におけ る高 齢

単身世 帯や高 齢夫婦世帯 での貧 困層 の集 中、特 にその基準 か らの隔 た りの大 き

い貧困への集 中 と符合 す る もの と考 え られ る。

モデルBに よる測定で は、水準 の0.8-1.2の 付近への集 中は単身男性で22.7%、

女性で28.9%、 有業夫婦世帯で13.7%、 無業夫婦世帯で24.1%、 高齢世帯主世帯

で5.9%で ある。 モデルAに 比べて水準付近 への集 中が低 く、有業夫婦世 帯 と高

齢世帯主世帯で は圧倒的 に1.5倍 以上 に集中 している。 したが って これ らの層で

は、モ デルBの 水準を は るか に超 えた年収での生 活が定着 して いること、っ ま

りモデ ルは意味 を持 って いない ことが示 されて いよ う。

また無業夫婦世帯では、4割 が1.5倍 以上 に分布 し、1.2-1.5に24.1%で あ るか

ら、やは り多 くはすでに このBの 水準以上 に分布 して いるということがで きる。

しか し、単身世帯は このB水 準で も0.8倍 未満への集中が大 き く、男性で36.2%、

女性 では40.6%が これ にあたる。モデルAの0.8倍 未満 よ り若干小 さ くな って い

るが、減少率が少ないの は、モデルA水 準 におけ る0.5倍 未満の層の比率が割合

大 きか ったか らであ る。 つま り単身世帯 では男女 ともこのモデル水準 の付近 ば

か りで な くその半分以下 とい うモデルか らの隔た りが大 きいところへ も2割 近 く

の世帯が分布 していたので、水準を下 げ たモデルBに な って も、0.8倍未満 の世

帯比率 がそれ ほど減少 していな いのであ る。 これ は年金水準 をモデルで操作 し

て低 めて いって も、単身世帯 は依然 モデル とは乖離 した存在 であ ることにかわ

りな いという現実 を示唆 して い るといえ よ う。

以上の ように、現実 の高齢者世帯 にモデル年金水準 を当てはめてみ ると、第
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一 に65歳 を過 ぎて も勤労を継続 して いた り、事業収入の ある世帯 はこのモデル

年金水準 をは るかに超 えた水準で の生活 を展開 して いる。 このよ うな年金では

な く就労等 によ る収入 で老後生活が賄 われて いる世帯群で はモデル水準 は何の

意味 ももって いな い。第二 に、無業 の高齢者夫婦世帯 はモデル水 準で測 る こと

の最 も妥 当な世帯群 であ るが、これ らの世帯では年収のば らっ きが極 めて高 い。

モデルの周 辺、モデ ルを大幅に下 回 った水準、モデルを大 幅 に上回 った水準 の

すべて に分布 して い る。なお、 この無業世帯 の年 収のば らつ きの大 きさは、年

金水準のば らつ きの大 きさの他 、財産収入の大 きさに依拠 して い る。第三 に単

身世帯 の年収水準 はモデル年 金水準 よ りは るかに下回 る低位 な水準への分布が

大 きい。特 に単身女性で はモデルB(平 均標準報酬月額の約60%)の 水準 で も

0.8倍 未満 とい う低水準 に4割 の世帯 が当て はまる ことは注意 せねばな らない。

今回の測定 は、老齢年金 のモデル給付水準を高齢者が 中心 に なって いる世帯

の実 際の年収 に当て はめた もの であ るか ら、ば らつ きが大 きか った り、水 準 よ

り高 い方ヘ シフ トす るのは当然 であ ると も考え られよ う。 しか し、年金の議論

の前提 には、65歳 以上 の高齢者 は主 に年金で生活をす るという前提があ る。 こ

の前提が現 実にあ って いない とい うことな らば、それ 自体が大 きな問題 にな る。

すなわち、年金がほ とん どあてにされていないということになるか らである。 ま

た今回測定では、特 に単身世帯の水 準か らの低 い方への乖離が浮 き彫 りにされ、

それは若干 モデルを低 く設定 し直 して もあま り変 わ らな いこ とが 明 らか になっ

た。モデル と しての高齢夫婦世帯が最終的 には単身世帯へ移行す るとい う前提

をおけば、 この単身世帯収入の低水準問題を年金制度 の中で どう扱 うかは、大

きな問題 となろ う。 いずれ にせ よ、現在年金論議 の中心 にあ るモデル水準 の意

味が どの程度 の現実 を反映 した ものか、 また結局 は年金が どの よ うな老後 生活

を目標 に し、老後生活の安定 に どの程度貢献す るのか とい う基本 的な点が あ ら

ためて問われ ざ るを得 ない といえ よ う。 さ らに年金収入 だけを取 り出 した計 測

を行 って今回測定 と比較す るなどの作業を継続す る予定 であ る。
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